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						提供：Wikisource

					

					


					
					
					このページは検証済みです
タルトキハ、彼ハ吿訴サレテ其盜用シタル所ノ牛羊ノ十倍ヲ所有者ニ賠償スベシ。



§266 (Col. XXXVIII)




　厩ニ神ノ打擊（災難）ガ起リ又ハ獅子ガ之（飼養動物）ヲ殺シタルトキハ、牧人ハ神前ニ其無罪ヲ宣明スベシ。而シテ厩ノ所有者ハ其損失ヲ負擔スベシ。



§267 (Col. XXXVIII)




　牧人ガ注意ヲ怠リテ、厩ニ災難ガ起ルトキハ、其牧人ハ其損失ヲ塡補シテ所有者ニ牛又ハ羊ヲ返還スベシ。



§268 (Col. XXXVIII)




　脫殻ノ爲メニ牛ヲ傭入レル場合ノ賃料ハ穀物二十 Ka ナリ。



§269 (Col. XXXVIII)




　脫殻ノ爲メニ驢ヲ傭入レル場合ノ賃料ハ穀物十 Ka ナリ。



§270 (Col. XXXVIII)




　脫殻ノ爲メニ幼動物（Lalu）ヲ傭入レル場合ノ賃料ハ穀物一 Ka ナリ。



§271 (Col. XXXVIII-XXXIX)




　牛、荷車及ビ御者ヲ傭入レル者ハ一日ニ穀物百八十 Ka ヲ支拂フベシ。



§272 (Col. XXXIX)




　荷車ノミヲ傭入レル者ハ一日ニ穀物四十 Ka ヲ支拂フベシ。



§273 (Col. XXXIX)




　新年カラ第五月迄、勞働者ヲ傭入レル者ハ一日ニ銀六 Se ヲ支拂フベシ。第六月カラ年ノ終迄傭入レル者ハ一日ニ銀五 Se ヲ支拂フベシ。



§274 (Col. XXXIX)




　職人ヲ傭入レタ者ハ



a. ‥‥‥‥ノ傭入ニハ銀五 se.

b. 燒物職工ノ傭入ニハ銀五 se.

c. 裁縫工ノ傭入ニハ銀五 se.

d. 石工ノ傭入ニハ銀‥‥se.

e. ‥‥‥‥ノ傭入ニハ銀‥‥se.

f. ‥‥‥‥ノ傭入ニハ銀‥‥se.

g. 大工ノ傭入ニハ銀四 se.

h. ‥‥‥‥ノ傭入ニハ銀四 se.

i. ‥‥‥‥ノ傭入ニハ銀‥‥se.

j. 建築者ノ傭入ニハ銀‥‥se.




ヲ一日ニ付テ支拂フベシ。



§275 (Col. XXXIX)




　船ヲ借入レタ場合ノ損料ハ一日ニ付キ銀三 se ナリ。



§276 (Col. XXXIX)




　漕船ヲ借入レタ者ハ一日ニ付キ銀二 se ヲ支拂フベシ。



§277 (Col. XXXIX)




　六十 Gur ノ船ヲ借入レタ者ハ其損料トシテ一日ニ付キ、銀六
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